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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の発光素子と、第２の発光素子と、第１のトランジスタと、第２のトランジスタと
、第３のトランジスタと、第１の配線と、第２の配線と、第３の配線と、第１及び第２の
スイッチと、を有し、
　前記第１の配線は、ソース信号線であり、
　前記第２の配線は、ゲート信号線であり、
　前記第３の配線は、電流供給線であり、
　前記第３のトランジスタのゲート電極は、前記第２の配線と電気的に接続されており、
　前記第３のトランジスタの第１の電極は、前記第１の配線と電気的に接続されており、
　前記第３のトランジスタの第２の電極は、前記第１のトランジスタのゲート電極及び前
記第２のトランジスタのゲート電極と電気的に接続されており、
　前記第１のトランジスタの第１の電極は、前記第１のスイッチを介して前記第３の配線
と電気的に接続されており、
　前記第２のトランジスタの第１の電極は、前記第２のスイッチを介して前記第３の配線
と電気的に接続されており、
　前記第１のトランジスタの第２の電極は、前記第１の発光素子の有する第１の画素電極
と電気的に接続されており、
　前記第２のトランジスタの第２の電極は、前記第２の発光素子の有する第２の画素電極
と電気的に接続されており、
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　前記第１の画素電極の面積と前記第２の画素電極の面積とは異なることを特徴とする表
示装置。
【請求項２】
　第１の発光素子と、第２の発光素子と、第１のトランジスタと、第２のトランジスタと
、第３のトランジスタと、第１の配線と、第２の配線と、第３の配線と、第１及び第２の
スイッチと、を有し、
　前記第１の配線は、ソース信号線であり、
　前記第２の配線は、ゲート信号線であり、
　前記第３の配線は、電流供給線であり、
　前記第３のトランジスタのゲート電極は、前記第２の配線と電気的に接続されており、
　前記第３のトランジスタの第１の電極は、前記第１の配線と電気的に接続されており、
　前記第３のトランジスタの第２の電極は、前記第１のトランジスタのゲート電極及び前
記第２のトランジスタのゲート電極と電気的に接続されており、
　前記第１のトランジスタの第１の電極は、前記第１のスイッチを介して前記第３の配線
と電気的に接続されており、
　前記第２のトランジスタの第１の電極は、前記第２のスイッチを介して前記第３の配線
と電気的に接続されており、
　前記第１のトランジスタの第２の電極は、前記第１の発光素子の有する第１の画素電極
と電気的に接続されており、
　前記第２のトランジスタの第２の電極は、前記第２の発光素子の有する第２の画素電極
と電気的に接続されており、
　前記第１のスイッチと前記第２のスイッチとは排他的な動作をし、
　前記第１の画素電極の面積と前記第２の画素電極の面積とは異なることを特徴とする表
示装置。
【請求項３】
　第１の発光素子と、第２の発光素子と、第１のトランジスタと、第２のトランジスタと
、第３のトランジスタと、第１の配線と、第２の配線と、第３の配線と、第１及び第２の
スイッチと、を有し、
　前記第１の配線は、ソース信号線であり、
　前記第２の配線は、ゲート信号線であり、
　前記第３の配線は、電流供給線であり、
　前記第３のトランジスタのゲート電極は、前記第２の配線と電気的に接続されており、
　前記第３のトランジスタの第１の電極は、前記第１の配線と電気的に接続されており、
　前記第３のトランジスタの第２の電極は、前記第１のトランジスタのゲート電極及び前
記第２のトランジスタのゲート電極と電気的に接続されており、
　前記第１のトランジスタの第１の電極は、前記第１のスイッチを介して前記第３の配線
と電気的に接続されており、
　前記第２のトランジスタの第１の電極は、前記第２のスイッチを介して前記第３の配線
と電気的に接続されており、
　前記第１のトランジスタの第２の電極は、前記第１の発光素子の有する第１の画素電極
と電気的に接続されており、
　前記第２のトランジスタの第２の電極は、前記第２の発光素子の有する第２の画素電極
と電気的に接続されており、
　前記第１のスイッチと前記第２のスイッチとはそれぞれ独立に制御され、
　前記第１の画素電極の面積と前記第２の画素電極の面積とは異なることを特徴とする表
示装置。
【請求項４】
　第１の発光素子と、第２の発光素子と、第１のトランジスタと、第２のトランジスタと
、第３のトランジスタと、第１の配線と、第２の配線と、第３の配線と、第１及び第２の
スイッチと、を有し、
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　前記第１の配線は、ソース信号線であり、
　前記第２の配線は、ゲート信号線であり、
　前記第３の配線は、電流供給線であり、
　前記第３のトランジスタのゲート電極は、前記第２の配線と電気的に接続されており、
　前記第３のトランジスタの第１の電極は、前記第１の配線と電気的に接続されており、
　前記第３のトランジスタの第２の電極は、前記第１のトランジスタのゲート電極及び前
記第２のトランジスタのゲート電極と電気的に接続されており、
　前記第１のトランジスタの第１の電極は、前記第１のスイッチを介して前記第３の配線
と電気的に接続されており、
　前記第２のトランジスタの第１の電極は、前記第２のスイッチを介して前記第３の配線
と電気的に接続されており、
　前記第１のトランジスタの第２の電極は、前記第１の発光素子の有する第１の画素電極
と電気的に接続されており、
　前記第２のトランジスタの第２の電極は、前記第２の発光素子の有する第２の画素電極
と電気的に接続されており、
　前記第１のトランジスタのチャネルサイズと前記第２のトランジスタのチャネルサイズ
とは異なることを特徴とする表示装置。
【請求項５】
　第１の発光素子と、第２の発光素子と、第１のトランジスタと、第２のトランジスタと
、第３のトランジスタと、第１の配線と、第２の配線と、第３の配線と、第１及び第２の
スイッチと、を有し、
　前記第１の配線は、ソース信号線であり、
　前記第２の配線は、ゲート信号線であり、
　前記第３の配線は、電流供給線であり、
　前記第３のトランジスタのゲート電極は、前記第２の配線と電気的に接続されており、
　前記第３のトランジスタの第１の電極は、前記第１の配線と電気的に接続されており、
　前記第３のトランジスタの第２の電極は、前記第１のトランジスタのゲート電極及び前
記第２のトランジスタのゲート電極と電気的に接続されており、
　前記第１のトランジスタの第１の電極は、前記第１のスイッチを介して前記第３の配線
と電気的に接続されており、
　前記第２のトランジスタの第１の電極は、前記第２のスイッチを介して前記第３の配線
と電気的に接続されており、
　前記第１のトランジスタの第２の電極は、前記第１の発光素子の有する第１の画素電極
と電気的に接続されており、
　前記第２のトランジスタの第２の電極は、前記第２の発光素子の有する第２の画素電極
と電気的に接続されており、
　前記第１のスイッチと前記第２のスイッチとは排他的な動作をし、
　前記第１のトランジスタのチャネルサイズと前記第２のトランジスタのチャネルサイズ
とは異なることを特徴とする表示装置。
【請求項６】
　第１の発光素子と、第２の発光素子と、第１のトランジスタと、第２のトランジスタと
、第３のトランジスタと、第１の配線と、第２の配線と、第３の配線と、第１及び第２の
スイッチと、を有し、
　前記第１の配線は、ソース信号線であり、
　前記第２の配線は、ゲート信号線であり、
　前記第３の配線は、電流供給線であり、
　前記第３のトランジスタのゲート電極は、前記第２の配線と電気的に接続されており、
　前記第３のトランジスタの第１の電極は、前記第１の配線と電気的に接続されており、
　前記第３のトランジスタの第２の電極は、前記第１のトランジスタのゲート電極及び前
記第２のトランジスタのゲート電極と電気的に接続されており、
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　前記第１のトランジスタの第１の電極は、前記第１のスイッチを介して前記第３の配線
と電気的に接続されており、
　前記第２のトランジスタの第１の電極は、前記第２のスイッチを介して前記第３の配線
と電気的に接続されており、
　前記第１のトランジスタの第２の電極は、前記第１の発光素子の有する第１の画素電極
と電気的に接続されており、
　前記第２のトランジスタの第２の電極は、前記第２の発光素子の有する第２の画素電極
と電気的に接続されており、
　前記第１のスイッチと前記第２のスイッチとはそれぞれ独立に制御され、
　前記第１のトランジスタのチャネルサイズと前記第２のトランジスタのチャネルサイズ
とは異なることを特徴とする表示装置。
【請求項７】
　請求項４乃至請求項６のいずれか一項において、
　前記第１の画素電極の面積と前記第２の画素電極の面積とは異なることを特徴とする表
示装置。
【請求項８】
　請求項１乃至請求項７のいずれか一項において、
　前記第２の発光素子により表示される第２の表示面は、前記第１の発光素子により表示
される第１の表示面の裏側に位置することを特徴とする表示装置。
【請求項９】
　請求項１乃至請求項８のいずれか一項において、
　前記第１の画素電極は、反射性を有し、
　前記第２の画素電極は、透光性を有し、
　前記第１及び第２の画素電極上にはＥＬ層が設けられており、
　前記ＥＬ層上には透光性の対向電極が設けられており、
　前記対向電極上には、反射膜が設けられており、
　前記第１の発光素子は、前記第１の画素電極と、前記ＥＬ層と、前記対向電極と、を有
し、
　前記第２の発光素子は、前記第２の画素電極と、前記ＥＬ層と、前記対向電極と、前記
反射膜と、を有することを特徴とする表示装置。
【請求項１０】
　請求項１乃至請求項９のいずれか一項において、
　前記第１の発光素子と、前記第２の発光素子と、前記第１のトランジスタと、前記第２
のトランジスタと、前記第３のトランジスタと、前記第１の配線と、前記第２の配線と、
前記第３の配線と、前記第１及び第２のスイッチと、は、一対のプラスチックに挟まれて
おり、
　前記一対のプラスチックは着色されていることを特徴とする表示装置。
【請求項１１】
　請求項１乃至請求項９のいずれか一項において、
　前記第１の発光素子と、前記第２の発光素子と、前記第１のトランジスタと、前記第２
のトランジスタと、前記第３のトランジスタと、前記第１の配線と、前記第２の配線と、
前記第３の配線と、前記第１及び第２のスイッチと、は、一対のプラスチックに挟まれて
おり、
　前記一対のプラスチックは鏡面タイプであることを特徴とする表示装置。
 
 
 
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　本発明は、発光素子を備えた表示装置、特に、ノート型パーソナルコンピュータ（以下
、ノートＰＣと称する。）等の携帯情報端末に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、発光装置として、液晶素子を用いた画素を有する液晶ディスプレイ（ＬＣＤ）に
代わり、エレクトロルミネッセンス（ＥＬ）素子等を代表とする発光素子を用いた表示装
置の研究開発が進められている。これらの発光装置は、発光型ゆえの高画質、広視野角、
バックライトを必要としないことによる薄型、軽量等の利点を活かして、携帯電話の表示
画面やディスプレイ装置として幅広い利用が期待されている。
【０００３】
　しかし、現在の所、ＥＬ材料の信頼性（寿命）の点において、輝度が劣化していくとい
う問題がある。さらに、多色表示を行う場合には、Ｒ、Ｇ、Ｂの各素子間において、輝度
劣化の度合いが異なるという問題がある。
【０００４】
　また、ノートＰＣ等の携帯情報端末においては、薄型、軽量化が著しく、携帯が容易に
なっているため、電車や自動車内等のような比較的狭い場所で使用する、歩きながら使用
する等不安定な状態で使用する機会が増えている。そのような不安定な状態での使用にお
いては、ノートＰＣの蓋を開け、両手でキー操作するという動作が困難な状況となってし
まうため、移動中にでも容易に使用できる携帯情報端末が望まれている。
【発明の開示】
【０００５】
　本発明の表示装置は、基板の一表面に第１の表示面を有し、前記基板の前記一表面と反
対側の前記基板の表面に第２の表示面を有する両面表示パネルを搭載した表示装置におい
て、前記第１の表示面と、前記第２の表示面の発光輝度が互いに異なることを特徴として
いる。
【０００６】
　本発明の表示装置は、基板の一表面に第１の表示面を有し、前記一表面と反対側の前記
基板の表面に第２の表示面を有する両面表示パネルを搭載した表示装置であって、
前記両面表示パネルは、複数の画素を有し、
前記複数の画素はそれぞれ、前記第１の表示面の表示に寄与する第１の発光素子と、前記
第２の表示面の表示に寄与する第２の発光素子とを有し、
前記第１の発光素子と前記第２の発光素子の発光輝度を異ならせる手段を有することを特
徴としている。
【０００７】
　本発明の表示装置は、基板の一表面に第１の表示面を有し、前記一表面と反対側の前記
基板の表面に第２の表示面を有する両面表示パネルを搭載した表示装置であって、
前記両面表示パネルは、複数の画素を有し、
前記複数の画素はそれぞれ、前記第１の表示面の表示に寄与する第１の発光素子と、前記
第２の表示面の表示に寄与する第２の発光素子とを有し、
前記第１の発光素子と前記第２の発光素子に流す電流量を異ならせるための手段を有する
ことを特徴としている。
【０００８】
　本発明の表示装置は、基板の一表面に第１の表示面を有し、前記基板の前記一表面と反
対側の前記基板の表面に第２の表示面を有する両面表示パネルを搭載した表示装置であっ
て、前記第１の表示面と、前記第２の表示面の有する各画素の開口率が互いに異なること
を特徴としている。
【０００９】
　本発明の表示装置は、基板の一表面に第１の表示面を有し、前記一表面と反対側の前記
基板の表面に第２の表示面を有する両面表示パネルを搭載した表示装置であって、
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前記両面表示パネルは、複数の画素を有し、
前記複数の画素はそれぞれ、前記第１の表示面の表示に寄与する第１の発光素子と、前記
第２の表示面の表示に寄与する第２の発光素子とを有し、
前記第１の発光素子は第１の画素電極を有し、
前記第２の発光素子は第２の画素電極を有し、
前記第１の画素電極の面積と前記第２の画素電極の面積は異なることを特徴としている。
【００１０】
　本発明の表示装置は、基板の一表面に第１の表示面を有し、前記一表面と反対側の前記
基板の表面に第２の表示面を有する両面表示パネルを搭載した表示装置であって、
前記両面表示パネルは、複数の画素を有し、
前記複数の画素はそれぞれ、前記第１の表示面の表示に寄与する第１の発光素子と、前記
第２の表示面の表示に寄与する第２の発光素子とを有し、
前記第１の発光素子は第１の画素電極を有し、
前記第２の発光素子は第２の画素電極を有し、
前記第１の表示面と前記第２の表示面のうち使用頻度が高いほうの表示面の表示に寄与す
る発光素子の有する画素電極の面積が、使用頻度の低いほうの表示面の表示に寄与する発
光素子の有する画素電極の面積よりも大きいことを特徴としている。
【００１１】
　本発明の表示装置は、基板の一表面に第１の表示面を有し、前記一表面と反対側の前記
基板の表面に第２の表示面を有する両面表示パネルを搭載した表示装置であって、
前記両面表示パネルは、複数の画素を有し、
前記複数の画素はそれぞれ、前記第１の表示面の表示に寄与する第１の発光素子と、前記
第２の表示面の表示に寄与する第２の発光素子とを有し、
前記第１の発光素子は第１の画素電極を有し、
前記第２の発光素子は第２の画素電極を有し、
前記第１の画素電極の面積と前記第２の画素電極の面積は異なり、
前記第１の発光素子と前記第２の発光素子に流す電流量を異ならせるための手段を有する
ことを特徴としている。
【００１２】
　本発明の表示装置は、基板の一表面に第１の表示面を有し、前記一表面と反対側の前記
基板の表面に第２の表示面を有する両面表示パネルを搭載した表示装置であって、
前記両面表示パネルは、複数の画素を有し、
前記複数の画素はそれぞれ、前記第１の表示面の表示に寄与する第１の発光素子と、前記
第２の表示面の表示に寄与する第２の発光素子と、第１の薄膜トランジスタと、第２の薄
膜トランジスタとを有し、
前記第１の発光素子は第１の画素電極を有し、
前記第２の発光素子は第２の画素電極を有し、
前記第１の画素電極は、前記第１の薄膜トランジスタのソースまたはドレインに電気的に
接続され、
前記第２の画素電極は、前記第２の薄膜トランジスタのソースまたはドレインに電気的に
接続され、
前記第１の薄膜トランジスタと前記第２の薄膜トランジスタのチャネルサイズが異なるこ
とを特徴としている。
【００１３】
　本発明の表示装置は、基板の一表面に第１の表示面を有し、前記一表面と反対側の前記
基板の表面に第２の表示面を有する両面表示パネルを搭載した表示装置であって、
前記両面表示パネルは、複数の画素を有し、
前記第１の表示面と前記第２の表示面のいずれか一方は複数色の発光素子を用いた多色表
示であり、他方は前記複数色の発光素子のうち最も信頼性の高い色の発光素子を用いた単
色表示であり、
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前記複数の画素のうち、前記最も信頼性の高い発光素子を有する画素はそれぞれ、前記第
１の表示面の表示に寄与する第１の発光素子と、前記第２の表示面の表示に寄与する第２
の発光素子とを有し、
前記第１の発光素子と前記第２の発光素子の発光輝度を異ならせる手段を有することを特
徴としている。
【００１４】
　本発明の表示装置は、基板の一表面に第１の表示面を有し、前記一表面と反対側の前記
基板の表面に第２の表示面を有する両面表示パネルを搭載した表示装置であって、
前記両面表示パネルは、複数の画素を有し、
前記第１の表示面と前記第２の表示面のいずれか一方は複数色の発光素子を用いた多色表
示であり、他方は前記複数色の発光素子のうち最も信頼性の高い色の発光素子を用いた単
色表示であり、
前記複数の画素のうち、前記最も信頼性の高い発光素子を有する画素はそれぞれ、前記第
１の表示面の表示に寄与する第１の発光素子と、前記第２の表示面の表示に寄与する第２
の発光素子とを有し、
前記第１の発光素子と前記第２の発光素子に流す電流量を異ならせるための手段を有する
ことを特徴としている。
【００１５】
　本発明の表示装置は、基板の一表面に第１の表示面を有し、前記一表面と反対側の前記
基板の表面に第２の表示面を有する両面表示パネルを搭載した表示装置であって、
前記両面表示パネルは、複数の画素を有し、
前記第１の表示面と前記第２の表示面のいずれか一方は複数色の発光素子を用いた多色表
示であり、他方は前記複数色の発光素子のうち最も信頼性の高い色の発光素子を用いた単
色表示であり、
前記複数の画素のうち、前記最も信頼性の高い発光素子を有する画素はそれぞれ、前記第
１の表示面の表示に寄与する第１の発光素子と、前記第２の表示面の表示に寄与する第２
の発光素子とを有し、
前記第１の発光素子は第１の画素電極を有し、
前記第２の発光素子は第２の画素電極を有し、
前記第１の画素電極の面積と前記第２の画素電極の面積は異なることを特徴としている。
【００１６】
　本発明の表示装置は、基板の一表面に第１の表示面を有し、前記一表面と反対側の前記
基板の表面に第２の表示面を有する両面表示パネルを搭載した表示装置であって、
前記両面表示パネルは、複数の画素を有し、
前記第１の表示面と前記第２の表示面のいずれか一方は複数色の発光素子を用いた多色表
示であり、他方は前記複数色の発光素子のうち最も信頼性の高い色の発光素子を用いた単
色表示であり、
前記複数の画素のうち、前記最も信頼性の高い発光素子を有する画素はそれぞれ、前記第
１の表示面の表示に寄与する第１の発光素子と、前記第２の表示面の表示に寄与する第２
の発光素子とを有し、
前記第１の発光素子は第１の画素電極を有し、
前記第２の発光素子は第２の画素電極を有し、
前記第１の表示面と前記第２の表示面のうち使用頻度が高いほうの表示面の表示に寄与す
る発光素子の有する画素電極の面積が、使用頻度の低いほうの表示面の表示に寄与する発
光素子の有する画素電極の面積よりも大きいことを特徴としている。
【００１７】
　本発明の表示装置は、基板の一表面に第１の表示面を有し、前記一表面と反対側の前記
基板の表面に第２の表示面を有する両面表示パネルを搭載した表示装置であって、
前記両面表示パネルは、複数の画素を有し、
前記第１の表示面と前記第２の表示面のいずれか一方は複数色の発光素子を用いた多色表
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示であり、他方は前記複数色の発光素子のうち最も信頼性の高い色の発光素子を用いた単
色表示であり、
前記複数の画素のうち、前記最も信頼性の高い発光素子を有する画素はそれぞれ、前記第
１の表示面の表示に寄与する第１の発光素子と、前記第２の表示面の表示に寄与する第２
の発光素子とを有し、
前記第１の発光素子は第１の画素電極を有し、
前記第２の発光素子は第２の画素電極を有し、
前記第１の画素電極の面積と前記第２の画素電極の面積は異なり、
前記第１の発光素子と前記第２の発光素子に流す電流量を異ならせるための手段を有する
ことを特徴としている。
【００１８】
　本発明の表示装置は、基板の一表面に第１の表示面を有し、前記一表面と反対側の前記
基板の表面に第２の表示面を有する両面表示パネルを搭載した表示装置であって、
前記両面表示パネルは、複数の画素を有し、
前記第１の表示面と前記第２の表示面のいずれか一方は複数色の発光素子を用いた多色表
示であり、他方は前記複数色の発光素子のうち最も信頼性の高い色の発光素子を用いた単
色表示であり、
前記複数の画素のうち、前記最も信頼性の高い発光素子を有する画素はそれぞれ、前記第
１の表示面の表示に寄与する第１の発光素子と、前記第２の表示面の表示に寄与する第２
の発光素子と、第１の薄膜トランジスタと、第２の薄膜トランジスタとを有し、
前記第１の発光素子は第１の画素電極を有し、
前記第２の発光素子は第２の画素電極を有し、
前記第１の画素電極は、前記第１の薄膜トランジスタのソースまたはドレインに電気的に
接続され、
前記第２の画素電極は、前記第２の薄膜トランジスタのソースまたはドレインに電気的に
接続され、
前記第１の薄膜トランジスタと前記第２の薄膜トランジスタのチャネル長に対するチャネ
ル幅の値が異なることを特徴としている。
【００１９】
　本発明に適用することができる表示パネルは、マトリクス状に配置された複数の画素を
有する表示パネルである。前記複数の画素はそれぞれ、独立した２つの画素電極を有して
いることを特徴とする。
【００２０】
　本発明の表示装置は、基板の一表面に第１の表示面を有し、前記一表面と反対側の前記
基板の表面に第２の表示面を有する両面表示パネルを搭載した表示装置であって、
前記第１の表示面と前記第２の表示面のうちいずれか一方は多色表示であり、他方は単色
表示であってもよい。
【００２１】
　本発明に適用することのできる表示パネルは、発光素子としてエレクトロルミネッセン
ス素子を用いてもよい。
【００２２】
　また、本発明の表示装置は、基板の一表面に第１の表示面を有し、前記一表面と反対側
の前記基板の表面に第２の表示面を有する両面表示パネルを搭載した表示装置であって、
前記第１の表示面と前記第２の表示面のいずれか一方は複数色の発光素子を用いた多色表
示であり、他方は前記複数色の発光素子のうち最も信頼性の高い色の発光素子を用いた単
色表示であることを特徴としている。
【００２３】
　本発明の表示装置は、基板の一表面に第１の表示面を有し、前記一表面と反対側の前記
基板の表面に第２の表示面を有する両面表示パネルを搭載した表示装置であって、
前記表示装置は前記単色の発光素子を用いており、前記第１の表示面と前記第２の表示面
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のいずれか一方にカラーフィルタを有することを特徴としている。
【００２４】
　本発明の表示装置において、前記表示パネルの表示面に、着色したプラスチックあるい
は鏡面タイプのプラスチックを有してもよい。
【００２５】
　また、本発明の表示装置は、基板の一表面に第１の表示面を有し、前記一表面と反対側
の前記基板の表面に第２の表示面を有する両面表示パネルを搭載した表示装置であって、
タッチパネル機能が搭載されていることを特徴としている。
　本発明の表示装置の表示方法は、基板の一表面に第１の表示面を有し、前記一表面と反
対側の前記基板の表面に第２の表示面と、複数の画素とを有し、
前記複数の画素はそれぞれ、前記第１の表示面の表示に寄与する第１の発光素子と、前記
第２の表示面の表示に寄与する第２の発光素子とを有する両面表示パネルを搭載した表示
装置の表示方法であって、
前記第１の発光素子と、前記第２の発光素子は、発光輝度が互いに異なるようにすること
を特徴としている。
【００２６】
　本発明の表示装置の表示方法は、基板の一表面に第１の表示面を有し、前記一表面と反
対側の前記基板の表面に第２の表示面と、複数の画素とを有し、
前記複数の画素はそれぞれ、前記第１の表示面の表示に寄与する第１の発光素子と、前記
第２の表示面の表示に寄与する第２の発光素子とを有する両面表示パネルを搭載した表示
装置の表示方法であって、
前記第１の表示面と前記第２の表示面のうち、使用頻度が高いほうの表示面の有する発光
素子の発光輝度のほうが、使用頻度の低い表示面の発光素子の発光輝度よりも小さくなる
ようにすることを特徴としている。
【００２７】
　本発明の表示装置の表示方法は、基板の一表面に第１の表示面を有し、前記一表面と反
対側の前記基板の表面に第２の表示面と、複数の画素とを有し、
前記複数の画素はそれぞれ、前記第１の表示面の表示に寄与する第１の発光素子と、前記
第２の表示面の表示に寄与する第２の発光素子とを有する両面表示パネルを搭載した表示
装置の表示方法であって、
前記第１の発光素子に流す電流量と、前記第２の発光素子に流す電流量が互いに異なるよ
うにすることを特徴としている。
【００２８】
　本発明の表示装置の表示方法は、基板の一表面に第１の表示面を有し、前記一表面と反
対側の前記基板の表面に第２の表示面と、複数の画素とを有し、
前記複数の画素はそれぞれ、前記第１の表示面の表示に寄与する第１の発光素子と、前記
第２の表示面の表示に寄与する第２の発光素子とを有する両面表示パネルを搭載した表示
装置の表示方法であって、
前記第１の表示面と前記第２の表示面のうち、使用頻度の高いほうの表示面の表示に寄与
する発光素子に流す電流量のほうが、使用頻度の低い表示面の表示に寄与する発光素子に
流す電流量よりも小さくなるようにすることを特徴としている。
【００２９】
　本発明の表示装置の表示方法は、基板の一表面に第１の表示面を有し、前記一表面と反
対側の前記基板の表面に第２の表示面と、複数の画素とを有し、
前記複数の画素はそれぞれ、前記第１の表示面の表示に寄与する第１の発光素子と、前記
第２の表示面の表示に寄与する第２の発光素子とを有し、前記第１の発光素子は第１の画
素電極を有し、前記第２の発光素子は第２の画素電極を有し、前記第１の画素電極の面積
と前記第２の画素電極の面積が異なる両面表示パネルを搭載した表示装置の表示方法であ
って、
前記第１の発光素子に流す電流量と、前記第２の発光素子に流す電流量を互いに異ならせ
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ることを特徴としている。
【００３０】
　本発明の表示装置の表示方法は、基板の一表面に第１の表示面を有し、前記一表面と反
対側の前記基板の表面に第２の表示面と、複数の画素とを有し、
前記複数の画素はそれぞれ、前記第１の表示面の表示に寄与する第１の発光素子と、前記
第２の表示面の表示に寄与する第２の発光素子とを有し、前記第１の発光素子は第１の画
素電極を有し、前記第２の発光素子は第２の画素電極を有し、前記第１の表示面と前記第
２の表示面のうち使用頻度が高いほうの表示面の表示に寄与する発光素子の有する画素電
極の面積が、使用頻度の低いほうの表示面の表示に寄与する発光素子の有する画素電極の
面積よりも大きい両面表示パネルを搭載した表示装置の表示方法であって、
前記第１の表示面と前記第２の表示面のうち、使用頻度の高いほうの表示面の表示に寄与
する発光素子に流す電流量のほうが、使用頻度の低い表示面の表示に寄与する発光素子に
流す電流量よりも小さくなるようにすることを特徴としている。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３１】
　本発明の実施形態について、以下に説明する。
【００３２】
［実施の形態１］
　実施の形態１では、両面表示パネルの第１の表示面と第２の表示面とで、発光輝度を異
ならせることによって、第１の表示面と第２の表示面において、発光素子の輝度劣化速度
の違いを補正する第１の例を示す。
【００３３】
　まず、両面表示パネルについて第１０図を用いて説明する。第１０図（Ａ）は両面表示
パネルを示す図であり、第１０図（Ｂ）は第１０図（Ａ）のａ－ａ’断面を示す図である
。１０００１は基板、１０００２はソース信号線駆動回路、１０００３は第１のゲート信
号線駆動回路、１０００４は第２のゲート信号線駆動回路を示す。両面表示パネルは、基
板１０００１の一表面に第１の表示面１０００５を有し、第１の表示面１０００５とは反
対側の基板１０００１の表面には第２の表示面１０００６を有する。第１の表示面１００
０５は、矢印１０００７の方向に表示を行い、第２の表示面１０００６は矢印１０００８
の方向に表示を行う。なお、第１０図は、両面表示パネルの例を示すものであって、ソー
ス信号線駆動回路及びゲート信号線駆動回路をいくつ設けるか、どの位置に設けるかにつ
いては適宜変更することができる。
【００３４】
　次に、両面表示パネルの１画素の断面構造の例を第５図（Ａ）に示す。ここで、本明細
書において、Ｒ（赤）、Ｇ（緑）、Ｂ（青）の発光素子を用いた多色表示のパネルの場合
において、１画素とは、Ｒ、Ｇ、Ｂのうちいずれか１色の発光素子で形成されている領域
を示すものとする。
【００３５】
　第５図（Ａ）において、５１０１は第１の駆動用ＴＦＴ、５１０２は第２の駆動用ＴＦ
Ｔ、５１０３は反射材料等を用いた第１の画素電極、５１０４は透光性材料等を用いた第
２の画素電極、５１０５はＥＬ層、５１０６は透光性材料等を用いた対向電極、５１０７
は反射材料を用いた反射膜、５１０８は第１の表示領域、５１０９は第２の表示領域、５
１１２は第１の発光素子、５１１３は第２の発光素子を示す。第１の表示領域５１０８と
第２の表示領域５１０９は同じ面積である。第１の発光素子５１１２は、第１の画素電極
５１０３とＥＬ層５１０５と対向電極５１０６とからなり、第２の発光素子５１１３は第
２の画素電極５１０４とＥＬ層５１０５と対向電極５１０６とからなる。また、第１の表
示領域５１０８における第１の発光素子５１１２の発光は、第１の表示面の表示に寄与し
ており、第２の表示領域５１０９における第２の発光素子５１１３の発光は第２の表示面
の表示に寄与している。
【００３６】
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　第１の表示領域５１０８において、第１の駆動用ＴＦＴ５１０１に接続された第１の画
素電極５１０３と対向電極５１０６間に電流が流れ、第１の表示領域５１０８のＥＬ層５
１０５が発光する。このとき、第１の画素電極５１０３は反射材料を用い、対向電極５１
０６は透光性材料を用いているため、ＥＬ層５１０５から対向電極方向（矢印５１１０の
方向）に光が出射される。つまり、第１の発光素子５１１２は、矢印５１１０の方向に発
光する。
【００３７】
　なお本明細書で透光性材料とは、例えば、ＩＴＯ等の透明導電膜あるいは光を透過でき
る厚さで形成されたアルミニウム等を示し、反射材料とは、例えばアルミニウム等の光を
反射する性質を持つ導電性材料を示すものとする。
【００３８】
　また、第２の表示領域において、第２の駆動用ＴＦＴ５１０２に接続された第２の画素
電極５１０４と対向電極５１０６間に電流が流れ、第２の表示領域５１０９のＥＬ層５１
０５が発光する。このとき、第２の画素電極５１０４は透光性材料を用い、対向電極５１
０６上には反射膜５１０７が形成されているため、ＥＬ層５１０５から第２の画素電極５
１０４の方向（矢印５１１１の方向）に光が出射される。つまり、第２の発光素子５１１
３は、矢印５１１１の方向に発光する。第５図（Ａ）に示す両面表示パネルは、独立した
２つの画素電極（第１の画素電極及び第２の画素電極）を有することを特徴としている。
【００３９】
　第５図（Ａ）に示す両面表示パネルを携帯情報端末の蓋部に設けて、蓋部の両面で表示
できるようにした場合を第１図に示す。例として、ノートＰＣを開いた状態を第１図（Ａ
）に、閉じた状態を第１図（Ｂ）に示す。
【００４０】
　前記ノートＰＣは第１の筐体（蓋部）１００１及び第２の筐体１００２を有し、第１の
筐体１００１は両面表示パネルを有し、第２の筐体１００２は操作キー１００４等を有し
、前記両面表示パネルは表面に第１の表示面１００３を、裏面に第２の表示面１１０１を
有する。
【００４１】
　ノートＰＣを開いた状態（図１（Ａ））で使用する場合には、第１の表示面１００３が
表示状態となり、蓋部１００１を閉じた状態では、第２の表示面１１０１が表示状態とな
る。ノートＰＣを開いて第１の表示面１００３を表示させて使用する場合と、蓋部を閉じ
て第２の表示面１１０１を表示させて使用する場合とでは、ノートＰＣを開いて使用する
場合のほうが使用頻度が高いので、第１の表示面１００３の表示に寄与する発光素子（第
５図（Ａ）においては、第１の発光素子５１１２に相当）は、第２の表示面１１０１の表
示に寄与する発光素子（第５図（Ａ）においては第２の発光素子５１１３に相当）に比べ
て輝度劣化の速度は速く、先に使用できなくなってしまう。その場合には、第２の表示面
１１０１の表示に寄与する発光素子の輝度劣化が進行しておらず充分に使用できる状態で
あったとしても、ノートＰＣとして使用することができなくなってしまう。しかし、第１
の表示領域の表示に寄与する発光素子と第２の表示領域の表示に寄与する発光素子の輝度
劣化の速度がほぼ同じになるようにできれば、両面表示パネルの長寿命化を図ることがで
きる。そこで、第１の表示面の表示に寄与する発光素子（第５図（Ａ）の第１の発光素子
５１１２）に流す電流量が第２の表示面の表示に寄与する発光素子（第５図（Ａ）の第２
の発光素子５１１３）に流す電流量よりも少なくなるようにすることによって、第１の表
示面１００３の表示に寄与する発光素子（第５図（Ａ）の第１の発光素子５１１２）の発
光輝度が、第２の表示面１１０１の表示に寄与する発光素子（第５図（Ａ）の第２の発光
素子５１１３）の発光輝度よりも低くなるようにすれば、第１の表示面と第２の表示面の
表示に寄与する発光素子の輝度劣化速度の差を少なくすることができる。
【００４２】
　第５図（Ａ）において、第１の発光素子５１１２に流す電流量が第２の発光素子５１１
３に流す電流量よりも小さくなるようにするには、例えば第１の駆動用ＴＦＴ５１０１の
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チャネルサイズ（チャネル幅／チャネル長）が第２の駆動用ＴＦＴ５１０２のチャネルサ
イズ（チャネル幅／チャネル長）よりも小さくなるようにすればよい。また、第１の駆動
用ＴＦＴ５１０１のゲートとソース間の電圧をＶｇｓ１、第２の駆動用ＴＦＴ５１０２の
ゲートとソース間の電圧をＶｇｓ２としたときに、｜Ｖｇｓ１｜＜｜Ｖｇｓ２｜となるよ
うにしても、第１の発光素子５１１２に流す電流量を第２の発光素子５１１３に流す電流
量よりも小さくすることができる。｜Ｖｇｓ１｜＜｜Ｖｇｓ２｜となるようにするには、
第１の駆動用ＴＦＴ５１０１のゲートに印加する映像信号と第２の駆動用ＴＦＴ５１０２
のゲートに印加する映像信号の電位を異ならせる方法、第１の画素電極に印加する信号の
電位と第２の画素電極に印加する信号の電位を異ならせる方法などがある。
【００４３】
　まず、第１の駆動用ＴＦＴ５１０１のゲートに印加する映像信号と第２の駆動用ＴＦＴ
５１０２のゲートに印加する映像信号の電位を異ならせる例について第１１図を用いて説
明する。第１１図において、点線枠１１０１１で囲まれた部分が１画素であり、１１００
１は第１のソース信号線、１１００２はゲート信号線、１１００３は電流供給線、１１０
０４は第１のスイッチング用ＴＦＴ、１１００５は第１の駆動用ＴＦＴ、１１００６は第
２の駆動用ＴＦＴ、１１００７は第１の発光素子、１１００８は第２の発光素子、１１０
０９、１１０１０は対向電極、１１０１２は第２のスイッチング用ＴＦＴ、１１０１３は
第２のソース信号線を示す。各画素において、第１の発光素子１１００７の出射光が得ら
れる領域が第１の表示領域、第２の発光素子１１００８の出射光が得られる領域が第２の
表示領域であり、いずれも１画素に含まれる。第１のスイッチング用ＴＦＴ１１００４の
ゲート電極は、ゲート信号線１１００２と電気的に接続され、第１の電極は、第１のソー
ス信号線１１００１と電気的に接続され、第２の電極は、第１の駆動用ＴＦＴ１１００５
のゲート電極と電気的に接続されている。第２のスイッチング用ＴＦＴ１１０１２のゲー
ト電極は、ゲート信号線１１００２と電気的に接続され、第１の電極は、第２のソース信
号線１１０１３と電気的に接続され、第２の電極は、第２の駆動用ＴＦＴ１１００６のゲ
ート電極と電気的に接続されている。第１の駆動用ＴＦＴ１１００５の第１の電極は、電
流供給線１１００３と電気的に接続され、第２の電極は、第１の発光素子１１００７の第
１の電極と電気的に接続されている。第２の駆動用ＴＦＴ１１００６の第１の電極は、電
流供給線１１００３と電気的に接続され、第２の電極は、第２の発光素子１１００８の第
１の電極と電気的に接続されている。第１の発光素子１１００７の第２の電極および、第
２の発光素子１１００８の第２の電極は、それぞれ、電流供給線と互いに電位差を有する
対向電極１１００９、１１０１０と電気的に接続されている。
第１のソース信号線１１００１に印加する映像信号の電位と第２のソース信号線１１０１
３に印加する映像信号の電位とを異ならせることによって、｜Ｖｇｓ１｜＜｜Ｖｇｓ２｜
とすることができる。また、このような回路構成とすれば、第１及び第２のソース信号線
を有しているため、それぞれのソース信号線から異なる映像信号を供給することができる
ため、第１の表示面と第２の表示面の表示を異ならせることができる。
【００４４】
　次に、第１の画素電極に印加する信号の電位と第２の画素電極に印加する信号の電位を
異ならせる例について、第１２図を用いて説明する。第１２図において、点線枠１２０１
１で囲まれた部分が１画素であり、１２００１はソース信号線、１２００２はゲート信号
線、１２００３は第１の電流供給線、１２００４はスイッチング用ＴＦＴ、１２００５は
第１の駆動用ＴＦＴ、１２００６は第２の駆動用ＴＦＴ、１２００７は第１の発光素子、
１２００８は第２の発光素子、１２００９、１２０１０は対向電極、１２０１２は第２の
電流供給線示す。各画素において、第１の発光素子１２００７の出射光が得られる領域が
第１の表示領域、第２の発光素子１２００８の出射光が得られる領域が第２の表示領域で
あり、いずれも１画素に含まれる。スイッチング用ＴＦＴ１２００４のゲート電極は、ゲ
ート信号線１２００２と電気的に接続され、第１の電極は、ソース信号線１２００１と電
気的に接続され、第２の電極は、第１の駆動用ＴＦＴ１２００５のゲート電極と電気的に
接続されている。第１の駆動用ＴＦＴ１２００５の第１の電極は、第１の電流供給線１２
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００３と電気的に接続され、第２の電極は、第１の発光素子１２００７の第１の電極と電
気的に接続されている。第２の駆動用ＴＦＴ１２００６の第１の電極は、第２の電流供給
線１２０１２と電気的に接続され、第２の電極は、第２の発光素子１２００８の第１の電
極と電気的に接続されている。第１の発光素子１２００７の第２の電極および、第２の発
光素子１２００８の第２の電極は、それぞれ、電流供給線と互いに電位差を有する対向電
極１２００９、１２０１０と電気的に接続されている。第１の電流供給線１２００３から
第１の駆動ＴＦＴ１２００５の第１の電極に印加する電位と第２の電流供給線１２０１２
から第２の駆動用ＴＦＴ１２００６の第１の電極に印加する電位とを異ならせることによ
って、｜Ｖｇｓ１｜＜｜Ｖｇｓ２｜とすることができる。
【００４５】
　以上で説明したように、両面表示パネルにおいて、使用頻度が高い方の表示面の発光輝
度が使用頻度が低い方の表示面の発光輝度よりも低くすることによって、両面表示パネル
の両表示面の使用頻度の差によって生じる発光素子の輝度劣化速度の差を小さくし、両面
表示パネルの寿命を長くすることができる。
【００４６】
　なお、本実施の形態では、ノートＰＣを開いた状態では第１の表示面を表示させ、ノー
トＰＣを閉じた状態では第２の表示面を表示させている場合（第１の表示面の方が使用頻
度が高い場合）について示したが、これに限定されない。使用頻度が高い方の表示面の発
光輝度が使用頻度が低い方の表示面の発光輝度よりも低くなるようにできればよい。また
、本実施の形態では、携帯情報端末の例として、ノートＰＣで説明したが、ノートＰＣに
限定されない。ノートＰＣ以外でも、両面表示パネルの第１の表示面と第２の表示面とで
使用頻度が異なる使用形態をとるものであれば本発明の表示パネルを適用することができ
る。
【００４７】
　また、本発明の両面表示パネルの多色表示の方法としては、当然のことながら、Ｒ、Ｇ
、Ｂの色を発するＥＬ層を塗り分けるＲＧＢ塗り分け方式、白色発光のＥＬ層にカラーフ
ィルタを組み合わせるカラーフィルタ方式、青色発光のＥＬ層に色変換層を組み合わせる
色変換方式など公知の多色表示方法を用いればよい。
【００４８】
［実施の形態２］
　本実施の形態では、第１１図の回路構成において、第１のソース信号線１１００１と第
２のソース信号線１１０１３とに異なる電位を有する映像信号を供給する信号線駆動回路
の例を以下に説明する。
【００４９】
　まず信号線駆動回路の第１の構成例を第１３図に示す。第１３図は、第１の表示面と第
２の表示面で同じ表示を行う場合に、第１１図の第１のソース信号線１１００１と第２の
ソース信号線１１０１３とに異なる電位を有する映像信号を供給する場合の信号線駆動回
路の構成例であり、ｍ行×ｎ列のアクティブマトリクス型両面表示パネルの信号線駆動回
路を示す。第１３図において、１３００１はＤ－フリップフロップ（Ｄ－ＦＦ）、１３０
０２はシフトレジスタ、１３００３ａは第１のラッチ回路（ＬＡＴ１）、１３００３ｂは
第２のラッチ回路（ＬＡＴ２）、１３００４はレベルシフタ（ＬＳ）、１３００５はバッ
ファを示す。また、Ｓ－ＣＫはクロック信号、Ｓ－ＣＫｂはクロック反転信号、Ｓ－ＳＰ
はスタートパルス、Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｖｉｄｅｏはデジタルビデオ信号、Ｌａｔｃｈ　Ｐ
ｕｌｓｅはラッチパルスを示す。レベルシフタ１３００４において、ＬＳ１は第１のレベ
ルシフタ、ＬＳ２は第２のレベルシフタ、バッファ１３００５において、Ｂｕｆｆｅｒ１
は第１のバッファ、Ｂｕｆｆｅｒ２は第２のバッファを示す。第１のレベルシフタ、第２
のレベルシフタは第２のラッチ回路の出力部に接続されており、第１のレベルシフタの出
力部は第１のバッファの入力部に接続され、第２のレベルシフタの出力部は第２のバッフ
ァの入力部に接続されている。第１のシフトレジスタと第１のバッファは同じ電源に接続
され、第２のシフトレジスタと第２のバッファは第１のシフトレジスタ及び第１のバッフ
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ァが接続されている電源とは異なる電源に接続されている。シフトレジスタ１３００２は
ｎ段のＤ－フリップフロップ１３００１から構成され、クロック信号（Ｓ－ＣＫ）、スタ
ートパルス（Ｓ－ＳＰ）、クロック反転信号（Ｓ－ＣＫｂ）が入力される。これらの信号
のタイミングに従って、順次サンプリングパルスが出力される。シフトレジスタ１３００
２より出力されたサンプリングパルスは、第１のラッチ回路１３００３ａに入力される。
第１のラッチ回路１３００３ａには、デジタルビデオ信号（Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｖｉｄｅｏ
）が入力されて、サンプリングパルスが入力されるタイミングに従って、各列で映像信号
を保持していく。第１のラッチ回路１３００３ａにおいて、最終列まで映像信号の保持が
完了すると、水平帰線期間中に、第２のラッチ回路１３００３ｂにラッチパルス（Ｌａｔ
ｃｈ　Ｐｕｌｓｅ）が入力され、第１のラッチ回路１３００３ａに保持されていた映像信
号は、一斉に第２のラッチ回路１３００３ｂに転送される。その後、保持されていた映像
信号は、第２のラッチ回路のそれぞれの出力から接続されている２つのレベルシフタにお
いてパルスの振幅変換を受け、続いて、バッファにおいて映像信号波形が整形された後、
それぞれのソース信号線Ｓ１１～Ｓｎ１、Ｓ１２～Ｓｎ２へと出力される。ここで、ソー
ス信号線Ｓ１１は、１列目の第１のソース信号線を示し、Ｓｎ１はｎ列目の第１のソース
信号線を示す。また、ソース信号線Ｓ１２は、１列目の第２のソース信号線を示し、Ｓｎ
２はｎ列目の第２のソース信号線を示す。
【００５０】
　信号線駆動回路の第１の構成例では、第１のシフトレジスタと第１のバッファは同じ電
源に接続され、第２のシフトレジスタと第２のバッファは第１のシフトレジスタ及び第１
のバッファが接続されている電源とは異なる電源に接続されているため、第１のソース信
号線と第２のソース信号線に異なる電位を有する映像信号を供給することができる。
【００５１】
　なお、第１の構成例では、デジタル階調方式の場合の例を示したが、アナログ階調方式
でも第１のソース信号線１１００１、第２のソース信号線１１０１３に異なる電位を有す
る映像信号を供給することは可能であり、デジタル階調方式に限定されるものではないこ
とはいうまでもない。
【００５２】
　次に、信号線駆動回路の第２の構成例を第１４図に示す。第１４図は、第１の表示面と
第２の表示面で異なる表示を行う場合のソース信号線駆動回路の構成例であり、ｍ行×ｎ
列のアクティブマトリクス型両面表示パネルの信号線駆動回路を示す。第１４図において
、１４００１はＤ－フリップフロップ（Ｄ－ＦＦ）、１４００２はシフトレジスタ、１４
００３ａは第１のラッチ回路（ＬＡＴ１）、１４００３ｂは第２のラッチ回路（ＬＡＴ２
）、１４００４はレベルシフタ（ＬＳ）、１４００５はバッファを示す。レベルシフタ１
４００４において、ＬＳ１は第１のレベルシフタ、ＬＳ２は第２のレベルシフタ、バッフ
ァ１４００５において、Ｂｕｆｆｅｒ１は第１のバッファ、Ｂｕｆｆｅｒ２は第２のバッ
ファを示す。第１のレベルシフタ、第２のレベルシフタはそれぞれ異なる段の第２のラッ
チ回路の出力部に接続されており、第１のレベルシフタの出力部は第１のバッファの入力
部に接続され、第２のレベルシフタの出力部は第２のバッファの入力部に接続されている
。第１のシフトレジスタと第１のバッファは同じ電源に接続され、第２のシフトレジスタ
と第２のバッファは第１のシフトレジスタ及び第１のバッファが接続されている電源とは
異なる電源に接続されている。また、Ｓ－ＣＫはクロック信号、Ｓ－ＣＫｂはクロック反
転信号、Ｓ－ＳＰはスタートパルス、Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｖｉｄｅｏはデジタルビデオ信号
、Ｌａｔｃｈ　Ｐｕｌｓｅはラッチパルスを示す。シフトレジスタ１４００２は２ｎ段の
Ｄ－フリップフロップ１４００１から構成され、クロック信号（Ｓ－ＣＫ）、スタートパ
ルス（Ｓ－ＳＰ）、クロック反転信号（Ｓ－ＣＫｂ）が入力される。これらの信号のタイ
ミングに従って、順次サンプリングパルスが出力される。シフトレジスタ１３００２より
出力されたサンプリングパルスは、第１のラッチ回路１３００３ａに入力される。第１の
ラッチ回路１３００３ａには、デジタルビデオ信号（Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｖｉｄｅｏ）が入
力されて、サンプリングパルスが入力されるタイミングに従って、各列で映像信号を保持
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していく。第１のラッチ回路１３００３ａにおいて、最終列まで映像信号の保持が完了す
ると、水平帰線期間中に、第２のラッチ回路１３００３ｂにラッチパルス（Ｌａｔｃｈ　
Ｐｕｌｓｅ）が入力され、第１のラッチ回路１３００３ａに保持されていた映像信号は、
一斉に第２のラッチ回路１３００３ｂに転送される。その後、保持されていた映像信号は
、レベルシフタにおいてパルスの振幅変換を受け、続いて、バッファにおいて映像信号波
形が整形された後、それぞれのソース信号線Ｓ１１～Ｓｎ１、Ｓ１２～Ｓｎ２へと出力さ
れる。ここで、ソース信号線Ｓ１１は、１列目の第１のソース信号線を示し、Ｓｎ１はｎ
列目の第１のソース信号線を示す。また、ソース信号線Ｓ１２は、１列目の第２のソース
信号線を示し、Ｓｎ２はｎ列目の第２のソース信号線を示す。
【００５３】
　信号線駆動回路の第２の構成例は、第１のシフトレジスタと第１のバッファは同じ電源
に接続され、第２のシフトレジスタと第２のバッファは第１のシフトレジスタ及び第１の
バッファが接続されている電源とは異なる電源に接続されているため、第１のソース信号
線と第２のソース信号線に異なる電位を有する映像信号を供給することができる。また、
信号線駆動回路の第２の構成例は、第１のソース信号線と第２のソース信号線に供給する
映像信号を、それぞれ異なるデジタルビデオ信号から生成している点が第１の構成例と異
なり、第１の表示面と第２の表示面とで異なる映像を表示することができる。
【００５４】
　このようにして第１のソース信号線１１００１、第２のソース信号線１１０１３に異な
る電位を有する映像信号を供給することができる。なお、この例では、デジタル階調方式
の場合の例を示したが、アナログ階調方式でも第１のソース信号線１１００１、第２のソ
ース信号線１１０１３に異なる電位を有する映像信号を供給することは可能であり、デジ
タル階調方式に限定されるものではないことはいうまでもない。
【００５５】
［実施の形態３］
　実施の形態３では、両面表示パネルの第１の表示面と第２の表示面とで、発光輝度を異
ならせることによって、第１の表示面と第２の表示面において、発光素子の輝度劣化速度
の違いを補正する第２の例を示す。具体的には、両面表示パネルにおいて、第１の表示面
と第２の表示面で互いの開口率を異ならせることによって、第１の表示面と第２の表示面
において、発光素子の劣化速度の違いを補正する。
【００５６】
　第５図（Ｂ）は、第１の表示面と第２の表示面で互いの各画素の開口率を異ならせる例
の、１画素における両面表示パネル断面図を示す。第１の表示面と第２の表示面で互いの
各画素の開口率を異ならせる、即ち１画素当たりのＥＬの発光に寄与する画素電極の面積
を第１の表示面と第２の表示面で異ならせることで、前記第１の表示面と前記第２の表示
面での電流密度を異ならせることができる。
【００５７】
　第５図（Ｂ）において、５００１は第１の駆動用ＴＦＴ、５００２は第２の駆動用ＴＦ
Ｔ、５００３は反射材料等を用いた第１の画素電極、５００４は透光性材料等を用いた第
２の画素電極、５００５はＥＬ層、５００６は透光性材料等を用いた対向電極、５００７
は反射材料を用いた反射膜、５００８は第１の表示領域、５００９は第２の表示領域、５
０１２は第１の発光素子、５０１３は第２の発光素子を示す。なお、第１の表示領域５０
０８における第１の発光素子５０１２の発光は、第１の表示面の表示に寄与しており、第
２の表示領域５０１１における第２の発光素子５０１３の発光は第２の表示面の表示に寄
与している。
【００５８】
　第１の表示領域５００８において、第１の駆動用ＴＦＴ５００１に接続された第１の画
素電極５００３と対向電極５００６間に電流が流れ、第１の表示領域５００８のＥＬ層５
００５が発光する。このとき、第１の画素電極５００３は反射材料を用い、対向電極５０
０６は透光性材料を用いているため、ＥＬ層５００５から対向電極方向（矢印５０１０の
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方向）に光が出射される。つまり、第１の発光素子５０１２は、矢印５０１０の方向に発
光する。
【００５９】
　また、第２の表示領域５００９において、第２の駆動用ＴＦＴ５００２に接続された第
２の画素電極５００４と対向電極５００６間に電流が流れ、第２の表示領域５００９のＥ
Ｌ層５００５が発光する。このとき、第２の画素電極５００４は透光性材料を用い、第２
の表示領域５００９の対向電極５００６上には反射膜５００７が形成されているため、Ｅ
Ｌ層５００５から第２の画素電極５００４方向（矢印５０１１の方向）に光が出射される
。つまり、第２の発光素子５０１３は、矢印５０１１の方向に発光する。
【００６０】
　以上述べたように前記第１の画素電極５００３と前記第２の画素電極５００４の面積を
異ならせているため、第１の表示面の表示に寄与する発光素子と第２の表示面の表示に寄
与する発光素子で互いの電流密度を異ならせることができる。そして、使用頻度の高い表
示面の表示に寄与する発光素子は使用頻度の低い表示面の表示に寄与する発光素子よりも
電流密度が小さくなるようにする、即ち使用頻度の高い表示面は使用頻度の低い表示面よ
りも開口率が高くなるようにすることによって、使用頻度の低い表示面と使用頻度の高い
表示面との輝度劣化速度の差を少なくすることができ、両面表示パネルの寿命を長くする
ことができる。本実施例で示す構成は、第１の表示面と第２の表示面での使用頻度が異な
る場合に、効果的である。
【００６１】
　なお、第５図（Ｂ）では、第１の画素電極５００３の面積を第２の画素電極５００４の
面積よりも小さくする例を示しているが、これに限定されない。使用頻度の高い表示面の
電流密度が使用頻度の低い表示面の電流密度よりも小さくなるようにできれば、即ち使用
頻度の高い表示面の開口率が使用頻度の低い表示面の開口率よりも高くなるようにできれ
ば、第１の画素電極５００３の面積を第２の画素電極５００４の面積より大きくしてもよ
い。
【００６２】
　なお、本実施の形態は、実施の形態１と組み合わせて実施することが可能である。即ち
、第１の表示面と第２の表示面とで開口率と発光輝度の両方を互いに異ならせることもで
きる。使用頻度が高いほうの表示面の開口率が高く、使用頻度が高いほうの表示面の発光
輝度が低くなるようにすれば、互いの表示面の劣化速度の差を小さくすることができる。
このように発光輝度と開口率の両方を互いに異ならせることによって、発光輝度のみを互
いに異ならせた場合に比べて使用頻度の高いほうの表示面の発光輝度を高くすることがで
きる。
【００６３】
［実施の形態４］
　実施の形態４では、両面表示パネルの第１の表示面と第２の表示面の表示・非表示を制
御するための回路構成について示す。本発明の一実施形態の回路図を図２に示す。なお、
ここではスイッチ素子や駆動素子として、薄膜トランジスタ（ＴＦＴ）を用いているが、
特に限定はしない。例えば、ＭＯＳトランジスタ、有機トランジスタ、分子トランジスタ
等が挙げられるが、いずれも同様に用いて良い。また、ＴＦＴにおいては、ソース領域と
ドレイン領域とは、一方を第１の電極、他方を第２の電極として表記する。
【００６４】
　図２において、点線枠２０１１で囲まれた領域が１画素であり、ソース信号線２００１
、ゲート信号線２００２、電流供給線２００３、スイッチング用ＴＦＴ２００４、第１の
駆動用ＴＦＴ２００５、第２の駆動用ＴＦＴ２００６、第１の発光素子２００７、第２の
発光素子２００８を有する。各画素において、第１の発光素子２００７の出射光が得られ
る領域を第１の表示領域、第２の発光素子２００８の出射光が得られる領域が第２の表示
領域であり、いずれも１画素に含まれる。
【００６５】
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　スイッチング用ＴＦＴ２００４のゲート電極は、ゲート信号線２００２と電気的に接続
され、第１の電極は、ソース信号線２００１と電気的に接続され、第２の電極は、第１、
第２の駆動用ＴＦＴ２００５、２００６のゲート電極と電気的に接続されている。第１の
駆動用ＴＦＴ２００５の第１の電極は、電流供給線２００３と電気的に接続され、第２の
電極は、第１の発光素子２００７の第１の電極と電気的に接続されている。第２の駆動用
ＴＦＴ２００６の第１の電極は、電流供給線２００３と電気的に接続され、第２の電極は
、第２の発光素子２００８の第１の電極と電気的に接続されている。第１の発光素子２０
０７の第２の電極および、第２の発光素子２００８の第２の電極は、それぞれ、電流供給
線と互いに電位差を有する対向電極２００９、２０１０と電気的に接続されている。
【００６６】
　ソース信号線２００１に出力された映像信号は、スイッチング用ＴＦＴ２００４がＯＮ
するタイミングで、第１、第２の駆動用ＴＦＴ２００５、２００６のゲート電極へと入力
され、映像信号にしたがって、第１、第２の発光素子２００７、２００８に電流が供給さ
れて発光する。前述のとおり、第１の表示領域、第２の表示領域は、それぞれ基板表裏か
ら出射光が得られる。つまり、第１の表示面、第２の表示面の両方において表示が行われ
る。
【００６７】
　この構成によると、第１の発光素子２００７、第２の発光素子２００８の発光、非発光
の制御は、第１、第２の駆動用ＴＦＴ２００５、２００６によってなされるが、例えば、
図３に示すように、電流供給線３００３と、第１、第２の駆動用ＴＦＴ３００５、３００
６の第１の電極との間に、それぞれ排他的に動作する第１、第２のアナログスイッチ３０
０９、３０１０を設け、表示面制御信号３０１３によってＯＮ・ＯＦＦを制御することに
より、ある期間では第１のアナログスイッチ３００９がＯＮし、第１の発光素子３００７
に電流が供給されると、第１の表示領域には映像が表示される。一方、第１のアナログス
イッチ３００９と排他的に動作する第２のアナログスイッチ３０１０は、この時はＯＦＦ
しており、第２の発光素子３００８への電流供給経路を遮断する。よって第２の表示領域
は発光しない。つまり、第１の表示面では表示が行われている状態であり、第２の表示面
では表示が行われていない状態である。
【００６８】
　反対に、第２のアナログスイッチ３０１０がＯＮし、第２の発光素子３００８に電流が
供給され、第２の表示領域に映像が表示されている期間では、第１のアナログスイッチ３
００９はＯＦＦし、第１の発光素子３００７への電流供給経路を遮断する。よって第１の
表示領域は発光しない。つまり、第２の表示面では表示が行われている状態であり、第１
の表示面では表示が行われていない状態である。このとき、表示面制御信号は、使用者が
何らかの操作を行うことによって出力され、表示面の切り替えを行っても良いし、使用し
ている状態（例えば携帯情報端末等を折りたたんだ状態か開いている状態かなど）によっ
て、自動的に切り替え動作が行われるようにしても良い。
【００６９】
　また、第１、第２のアナログスイッチ３００９、３０１０を排他的に動作させるのでは
なく、図４に示すように、第１の表示面制御信号４００３、第２の表示面制御信号４００
４を用いて独立に制御してもよい。この構成によると、第１の表示領域、第２の表示領域
はいずれも任意に表示・非表示を切り替えることが出来る。つまり、第１の表示面と第２
の表示面の表示・非表示を任意に切り換えることができる。
　図３、図４に示した構成を用いて、第１の表示領域と第２の表示領域とで互いに異なる
映像を表示させる方法としては、例えば１フレーム期間において、奇数フレームで第１の
表示領域の表示を行い、偶数フレームで第２の表示領域の表示を行うなどといった方法が
挙げられる。このとき、表示面制御信号は、１フレーム期間ごとに反転させ、第１、第２
のアナログスイッチ４００１、４００２が互いに１フレームごとにＯＮ・ＯＦＦを切り替
えられれば良い。
【００７０】
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　なお、本実施の形態は、実施の形態１～３と組み合わせて実施することが可能である。
【００７１】
［実施の形態５］
　本実施形態では、両面表示パネルにおいて、第１の表示面は多色表示、第２の表示面は
単色表示とすることによって、第１の表示面と第２の表示面の発光素子の輝度劣化速度の
違いを補正する例について説明する。
【００７２】
　第６図（Ａ）は、第１及び第２の表示面のうち片側の表示面のみ発光するパネル例の１
画素における断面図を示す。第６図において、６００１は駆動用ＴＦＴ、６００２は透光
性材料を用いた画素電極、６００３はＥＬ層、６００４は反射材料を用いた対向電極、６
００５は表示領域を示す。
【００７３】
　表示領域６００５において、駆動用ＴＦＴ６００１に接続された画素電極６００２と対
向電極６００４間に電流が流れ、ＥＬ層６００３が発光する。このとき、画素電極６００
２は透光性材料を用い、対向電極６００４は反射材料を用いているため、ＥＬ層６００３
から画素電極方向に光が出射される。
【００７４】
　第６図（Ｂ）は、第１の表示面と第２の表示面が発光する例を示す図である。第６図に
おいて、６１０１は第１の駆動用ＴＦＴ、６１０２は第２の駆動用ＴＦＴ、６１０３は反
射材料を用いた第１の画素電極、６１０４は透光性材料を用いた第２の画素電極、６１０
５はＥＬ層、６１０６は透光性材料を用いた対向電極、６１０７は反射材料を用いた反射
膜、６１０８は第１の表示領域、６１０９は第２の表示領域を示す。
【００７５】
　第１の表示面６１０８において、第１の駆動用ＴＦＴ６１０１に接続された第１の画素
電極６１０３と対向電極６１０６間に電流が流れ、第１の表示領域６１０８のＥＬ層６１
０５が発光する。このとき、第１の画素電極６１０３は反射材料を用い、対向電極６１０
６は透光性材料を用いているため、ＥＬ層６１０５から対向電極６１０６方向（矢印６１
１０の方向）に光が出射される。
【００７６】
　また、第２の表示領域６１０９において、第２の駆動用ＴＦＴ６１０２に接続された第
２の画素電極６１０４と対向電極６１０６間に電流が流れ、第２の表示領域６１０９のＥ
Ｌ層６１０５が発光する。このとき、第２の画素電極６１０４は透光性材料を用い、対向
電極６１０６上には反射膜６１０７が形成されているため、ＥＬ層６１０５から第２の画
素電極６１０４方向（矢印６１１１の方向）に光が出射される。
【００７７】
　Ｒ、Ｇ、Ｂの内、信頼性の高い色の素子（寿命が長い色の素子）のみ第６図（Ｂ）のよ
うに第１の表示面６１０８と第２の表示面６１０９の両方に光が出射するようにし、残り
の色の素子は第６図（Ａ）のように第１の表示面及び第２の表示面のうち片側の表示面に
のみ出射できるようにすることで、Ｒ、Ｇ、Ｂでの信頼性の差（劣化速度の差）を補って
、第１の表示面は多色表示、第２の表示面は単色表示することができる。
【００７８】
　なお本実施形態では、多色表示がＥＬ層から画素電極の方向に出射し、単色表示がＥＬ
層から対向電極の方向に出射する場合で説明したが、これに限る必要はなく、多色表示が
ＥＬ層から対向電極の方向に出射し、単色表示がＥＬ層から画素電極の方向に出射しても
よい。
【００７９】
　なお、本実施の形態は、実施の形態１～４と組み合わせて実施することが可能である。
【００８０】
［実施の形態６］
　本実施形態では、両面表示パネルにおいて、第１の表示面はカラーフィルタを用いた多
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色表示、第２の表示面は単色表示とする例について説明する。
【００８１】
　第７図に示す本実施形態の両面表示パネルの断面図を示す。第７図において、７００１
は第１の駆動用ＴＦＴ、７００２は第２の駆動用ＴＦＴ、７００３は反射材料を用いた第
１の画素電極、７００４は透光性材料を用いた第２の画素電極、７００５はＥＬ層、７０
０６は透光性材料を用いた対向電極、７００７は反射材料を用いた反射膜、７００８はカ
ラーフィルタ、７００９は第１の表示領域、７０１０は第２の表示領域を示す。
【００８２】
　第１の表示領域７００９において、第１の駆動用ＴＦＴ７００１に接続された第１の画
素電極７００３と対向電極７００６間に電流が流れ、第１の表示領域７００９のＥＬ層７
００５が発光する。このとき、第１の画素電極７００３は反射材料を用い、対向電極７０
０６は透光性材料を用いているため、ＥＬ層７００５から対向電極方向（矢印７０１１の
方向）に光が出射される。
【００８３】
　また、第２の表示領域７０１０において、第２の駆動用ＴＦＴ７００２に接続された第
２の画素電極７００４と対向電極７００６間に電流が流れ、第２の表示領域７０１０のＥ
Ｌ層７００５が発光する。このとき、第２の画素電極７００４は透光性材料を用い、第２
の表示領域の対向電極７００６上には反射膜７００７が形成されているため、ＥＬ層７０
０５から第２の画素電極方向（矢印７０１２の方向）に光が出射される。
【００８４】
　ＥＬ層が白色発光だとすると、第１の表示面にはカラーフィルタが形成されているため
、第１の表示面は多色表示になり、第２の表示面にはカラーフィルタが形成されていない
ため、第２の表示面は白色表示になる。
【００８５】
　なお、本実施の形態は、実施の形態１～４と組み合わせて実施することが可能である。
【００８６】
　本実施例では、使用する発光素子を１色のみにしたため、Ｒ、Ｇ、Ｂの各素子間におい
て、劣化速度が異なるという問題を解決することができる。
【００８７】
［実施の形態７］
　携帯情報端末の蓋部に両面表示パネルを設けた場合において蓋を閉じた状態でも操作す
ることができるようにした例について、図１を用いて説明する。
【００８８】
　通常、前記ノートＰＣを操作する場合は、前記ノートＰＣを開いた状態（図１（Ａ））
にし、操作キー１００４を用い操作する。また、第２の表示面１１０１はタッチパネルを
搭載しており、前記ノートＰＣを閉じた状態であっても、前記タッチパネルを用い、操作
が可能であり、移動中等の使用に便利である。
【００８９】
　なお、本実施の形態は、実施の形態１～６と組み合わせて実施することが可能である。
【実施例１】
【００９０】
　実施形態に挙げた本発明の両面表示パネルに透光性プラスチックを貼った場合について
、図８を用いて説明する。
【００９１】
　両面表示パネル８００１はソース信号線駆動回路８００２、第１のゲート信号線駆動回
路８００３、第２のゲート信号線駆動回路８００４、表面に第１の表示面８００５及び裏
面に第２の表示面８００８等を有する。
【００９２】
　図８（Ａ）は、両面表示パネル８００１に、第１の透光性プラスチック８００６及び第
２の透光性プラスチック８００７を貼り付ける例を示す図であり、図８（Ｂ）は図８（Ａ
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）に示した例のａ－ａ’における断面図を示す。
【００９３】
　第１の透光性プラスチック８００６及び第２の透光性プラスチック８００７は、着色さ
れているものが望ましく、映像が表示されていない状態では両面表示パネル８００１上の
ソース信号線駆動回路８００２、第１のゲート信号線駆動回路８００３、第２のゲート信
号線駆動回路８００４、第１の表示面８００５及び第２の表示面８００８等のパターンが
外部から見えにくい。
【００９４】
　図８（Ｃ）は、両面表示パネル８００１から第１の透光性プラスチック８００６を介し
て映像が表示される例であり、第１の表示面８００５に映像が表示されるとＥＬが発光し
た部分のみが浮き上がるように見える。裏面の第２の表示面８００８側もまた同様である
。さらに、プラスチックを貼り付けることで、両面表示パネル８００１を保護できる。
【００９５】
　また、第１の透光性プラスチック８００６及び第２の透光性プラスチック８００７は、
着色してあるものが望ましいとしたが、鏡面タイプのものであってもよい。
【００９６】
　また、両面表示パネルに透光性プラスチックを貼り付けるのではなく、転写技術を用い
、予めガラス等の基板上に形成した表示部等を前記透光性プラスチック上に移してもよい
し、封止基板として前記透光性プラスチックを用いてもよい。
【００９７】
　また、透光性プラスチックを筐体として用い、両面表示パネル全体を覆ってしまっても
よいし、透光性プラスチックを両面表示パネルのケースとして用いてもよい。
【００９８】
　本実施例は、実施の形態１～７と組み合わせて実施することが可能である。
【実施例２】
【００９９】
　本発明の表示装置は様々な電子機器の表示部に用いることができる。特に移動中など、
不安定な状態で使用する機会が多いモバイル機器には本発明の表示装置を用いることが望
ましい。
【０１００】
　具体的に前記電子機器として、携帯情報端末（携帯電話機、モバイルコンピュータ、携
帯型ゲーム機または電子書籍等）、ビデオカメラ、デジタルカメラ等が挙げられる。これ
ら電子機器の具体例を図９に示す。
【０１０１】
　図９（Ａ）は携帯電話機であり、本体９００１、音声出力部９００２、音声入力部９０
０３、両面表示パネル９００４、操作スイッチ９００５、アンテナ９００６等を含む。本
発明の表示装置は両面表示パネル９００４に用いることができる。
【０１０２】
　図９（Ｂ）はＰＤＡ（Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｄｉｇｉｔａｌ　Ａｓｓｉｓｔａｎｔ）であ
り、第１の筐体９１０１、両面表示パネル９１０２、第２の筐体９１０３、操作スイッチ
９１０４等を含む。本発明の表示装置は両面表示パネル９１０２に用いることができる。
【０１０３】
　以上のように、本発明の表示装置の適用範囲は極めて広く、あらゆる分野の電子機器に
用いることが可能である。
【０１０４】
　本実施例は、実施の形態１～７及び実施例１と組み合わせて実施することが可能である
。
【産業上の利用可能性】
【０１０５】
　本発明により、ノートＰＣ等の携帯情報端末において、表面に第１の表示面と裏面に第
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２の表示面とを有する両面表示パネルを前記ノートＰＣ等の携帯情報端末の蓋に用い、さ
らに前記第１の表示面と前記第２の表示面の用途の違いにより、互いの開口率や発光輝度
を異ならせたり、前記第１の表示面と前記第２の表示面のいずれか一方を多色にし、他方
を単色にしたりすることで、ＥＬ素子全体の長寿命化や、低消費電力化を実現する携帯情
報端末を提供することができる。また、両面表示パネルをノートＰＣ等の携帯情報端末の
蓋部に用い、さらにタッチパネル機能を搭載することで、ＰＣ等の携帯端末の蓋を閉じた
ままでも容易に操作することができるため、移動中にも容易に使用することができる。
【図面の簡単な説明】
【０１０６】
【図１】第１図は、蓋部に両面表示パネルを設けた携帯情報端末を示す図である。
【図２】第２図は、本発明の一画素構成を示す図である。
【図３】第３図は、本発明の一画素構成を示す図である。
【図４】第４図は、本発明の一画素構成を示す図である。
【図５】第５図は、本発明の一画素構成の断面を示す図である。
【図６】第６図は、本発明の一画素構成の断面を示す図である。
【図７】第７図は、本発明の一画素構成の断面を示す図である。
【図８】第８図は、本発明の両面表示パネルに透光性プラスチックを組み合わせた図であ
る。
【図９】第９図は、本発明の両面表示パネルが適用可能な電子機器を示す図である。
【図１０】第１０図は、両面表示パネルを示す図である。
【図１１】第１１図は、本発明の一画素構成を示す図である。
【図１２】第１２図は、本発明の一画素構成を示す図である。
【図１３】第１３図は、信号線駆動回路の構成例を示す図である。
【図１４】第１４図は、信号線駆動回路の構成例を示す図である。

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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